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 3 月 8 日（日）京都市醍醐交流会館に

おいて「歳にはまけてられまへん」と題

し府市民対象の健康教室が開催されま

した。 

 一部の講演では、三科健次先生による

「声を出して、ストレス解消」みんなで

歌おうのコーナー。先生のギターに合わ

せて懐かしい歌を歌ったり、早口言葉で

脳の活性と心肺機能の向上。また、田中

美香先生からは「元気で長生きするため

に」と題して、２０年間訪問マッサージに携わってこられた経験から得られた身体の不

思議や秘密、元気の秘訣などを交えたお話があ

り、講演終了後は体験マッサージを受けて頂き

ました。 

 この健康教室のプログラムや内容の検討、チ

ラシの準備編集と校正のやりとりから、チラシ

配布の段取りなどとブロックの先生方が積極的

に参画し関わり、準備の過程から当日の教室開

催と、成果の大きい取り組みとなりました。      【 報告 組織部 北田 】 

 

 

 

 

 3 月 7 日（土）、8 日（日）の２日間、京都ツーデーウォークが全国から約５，００

０名の参加者で開催されました。梅小路公園をスタートして京都市内の１０㎞、２０㎞、

３０㎞と３つのコースを歩く大会となっています。ＮＰＯ法人京都ウォーキング協会か

らの依頼で２回目のボランティアとなります。２日で１３０名を超すウォーカーにマッ

サージを行いました。 

 ボランティアスタッフは延べ１２名、参加されたみなさん、二日間お疲れさまでした。 

                   【 スポーツケア部 北川忠史 】 

「歳にはまけてられまへん!!」 洛南・南京都ブロック 

府市民健康教室開催される  

京都ツーデーウォーク ボランティア報告 
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３月５日、京都仏眼鍼灸理療専門学校にて、国家

試験を終え、卒業を迎える３年生を対象とした療養

費取扱いについてのセミナーが開催されました。 

京都仏眼鍼灸理療専門学校からの要請により、当

会からは江田事務局長と山内総務部長が講師とし

て出向。また夜の部には、朝田会長も参加され、斯

会を取り巻く問題と現状、我々の免許で出来ること

を熱弁されました。 

セミナーは昼の部と夜の部の２回開催であり、昼の部は本科、第一鍼灸科の学生２１

名（男性１１名、女性１０名）が、夜の部は選科、第二鍼灸科の学生１８名（男性１４

名、女性４名）の参加がありました。 

一部は主に保険者、療養費給付の仕組み、申請書の書き方の講義と、申請書記入の実

践と指導があり、二部は独立開業、就職についてのポイント、個人請求と団体所属の請

求の違いについて講義。 

参加された学生諸氏は、開業、就職が間近なこともあり、熱心に受講されてました。 

毎年、このセミナーに参加される学生諸氏に尋ねることですが、我々と活動が直接出来

る仲間として本年も約１０％（１０名前後）の方が、京都で開業、就職するとのことで

した。 

これから斯界を担っていく熱心な学生諸氏の姿を見て、このセミナーに参加出来たこ

とを嬉しく思っています。  

アンケートから 

卒後教育を望む声が約８割あった。中でも経営に関することが３３％と多く。続い

て技術２９％、学術の向上が１６％であった。その他、患者対応や勉強会、治療の効

果についてなどがあった。 

＜今後、取り上げてほしい内容として＞ 

・開業手続き詳細 ・介護と（医療）治療の違い ・これから変わるであろう制度 

・治療院の実際 他府県との比較  ・同意書の取り方 

・現実的なトラブルとその対処法 

・自費治療をしている人の話。 自費治療の現在などがあった。 

 

◇◇◇ 法 制 だ よ り ◇◇◇ 

今月の法制部報告 

１．無免許対策協議が２月２５日（水）京都市役所にて行われました。 

 厚労省から、「あん摩、マッサージ、指圧とは・・・」についての回答を受けたこ

とで協議（要望）を行った。 

京都仏眼鍼灸理療専門学校卒業セミナー 

  「はり・きゅう、マッサージの保険取り扱い」について 
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 本会要望内容 

厚労省の回答「人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果

の実現を目的として行われ、かつ、その効果を生じる事が可能な、揉む、おす、た

たく、摩擦するなどの行為の総称である。」にあるように、無免許者が行っている

ことは、まさに、この揉む、おす、たたく、摩擦する行為である。無免許業者に対

し、その行為についても指導を願いたい。 

 

京都市の回答 

厚労省の回答の中に、「その効果を生じる事が可能な」とあり、無免許者が行っ

ていることが、それに当たるかどうかは判断できない。 

  

２．「ズンズン体操」と称し、生後４ヶ月の男児が死亡した事件で、業務上過失致死容

疑で元ＮＰＯ法人理事長、姫川尚美容疑者が逮捕された件で、要望書、抗議文書

を提出した。 

 （１）要望書を全日本鍼灸マッサージ師会及び、京都市医務審査課宛て提出。 

 （２）厚生労働省宛て抗議文書を送付。 

【 法制部長 山﨑 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１５年 ４月 広報委員会 

案内と協力参加のお願い 

「看護の日」イベント   京都府看護協会主催 

 

場 所  ゼスト御池 （河原町広場・市役所前広場） 

   日 時  5 月 9 日（土）１３：３０～１５：３０ 

会員のみなさまの協力参加をお願い致します。 

連絡先：京都府鍼灸マッサージ師会会館事務所 

 

 

予告!! 京都府鍼灸マッサージ師会定時総会 

５月３１日（日）開催 
場所：京都社会福祉会館 大ホール １３：３０～ 

   

 総会終了後、交流会がございます。多数ご参加ください 


